
チェロを楽しむ会 規約           

第１章 総則 

第１条（名称）  本会はチェロを楽しむ会と称する。 

第２条（事務所） 本会は事務所を代表宅に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 第３条（目的）  本会はチェロによる独奏・重奏・合奏を通して、市民の音楽活動の普及向上を 

めざし、もって地域の音楽文化の発展に寄与することを目的とする。 

第４条（事業）  本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 

（１） 年１回以上の演奏会 

（２） その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

 第５条（会員）  数多の楽器の中からチェロを好ましく思う者で本会の目的に賛同する者は本会に 

入会することができる。 

第６条（入会）  本会の会員になることを希望する者は、所定の申込書を代表に提出の上承認を受け、

幹事会の承諾をもって会員登録とする。 

第７条（会費）  会員は所定の会費及び負担金を納入しなければならない。 

    ２    前項の金額及び支払方法は幹事会で決定する。    

                   

第４章 幹事 

第８条（種別及び定数） 

 本会に、以下の幹事をおく。 

                 幹  事   ６名 

            代表 1名を含む。 

⓵会  計     １名 

⓶総  務     １名 

③監 事   １名 

          ２    幹事は総会で選出する。 

     ３    必要に応じて幹事を補佐する係りを設ける事ができる。 

第９条（職務）    代表は本会を代表し、会務を統括する。 

２    他の幹事は代表を補佐し、代表の命を受けて、会務を分担する。 

第１０条（任期） 幹事の任期は、２年とする。 

但し、再任を妨げない。 

 

第５章  総会 

第１１条（構成） 総会は会員をもって構成する。 

第１２条（開催及び召集） 

総会は年１回代表が召集する。 

 

 

 

 

 



 第１３条（機能）  総会は以下の事項を議決する。 

（１） 幹事の選任 

（２） 事業計画及び収支予算 

（３） 事業報告及び収支決算 

（４） 規約の変更 

（５） その他本会の運営に関する重要事項 

 第１４条（議長） 総会の議長は代表がこれをもってする。 

 第１５条（議決） 総会の議決は出席会員の過半数をもってする。 

 

第６章幹事会 

 第１６条（構成） 幹事会は幹事をもって構成する。           

第１７条（開催及び召集） 

幹事会は必要に応じ代表が召集する。 

 第１８条（機能） （１） 総会に付議すべき事項 

          （２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

          （３） その他会務の執行に関する事項 

 

第７章 資産及び会計 

 第１９条（構成） 本会の資産は以下の通りとする。 

          （１） 会費及び負担金 

          （２） 事業に伴う収入 

          （３） その他の収入 

 第２０条（経費の支弁） 

          本会の経費は資産をもって支弁する。 

 第２１条（予算及び決算） 

          本会の収支予算・決算は総会で承認を得なければならない。 

 第２２条（会計年度） 

          本会の会計年度は毎年 4 月 1日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

  

附則 

  この規約は、平成１１年１１月１日より実施する。 

この規約は、平成２１年４月１日より実施する。 

この規約は、平成２８年４月１日より実施する。 

この規約は、令和４年４月１日より実施する。 


